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◆ 事業計画

□ 地域の現状と今後の⽅向性
担当地区である希望が丘地区、希望が丘南地区は、旭区の南部に位置し丘陵地の多い地域です。両地区ともに住民の方々
の福祉に対する理解が深く、福祉保健活動に取組のある地域です。昨年度おこなった様々な連絡会の参加や、日頃の関わ
りから見えてきた地域課題、新たな気付きを地域とケアプラザ間で共有し、「地域で支えあい安心して暮らせるまちづくり」を
推進していきます。ICTを活用した相談機能の拡充や、幅広い世代への情報発信等に取組んでいきます。地域の方々と連携
してアセスメント等をおこない、より細かなニーズの把握に努めます。引き続き認知症への理解を深められるよう啓発活動に
も取組んでいきます。
両地区が目指す「まちづくり」を推進し、行政機関や多分野の事業所等の関係機関とネットワークの構築に努めていきます。

□ 今年度の重点的な取組

◆ 事業報告・事業実績評価

エリア内には、住民同士のゆるやかな見守りがある地域もあれば福祉の情報などが届きにくい地域もあります。住民同士
の繋がりがどのぐらいあるのかを地域住民同士が把握できるよう「住民ささえあいマップ」を活用し、地域に何があり、何が
不足しているのかを身近な自治会単位内で共有し、見守りの仕組みや居場所づくりに繋がるよう働きかけます。

□ ■

■ □

̶総括表̶

法テラスの民事法律扶助による弁護士の無料相談を、オンラインで実施します。司法書士による無料法律相談と合わせ
ることで、毎月法律相談をケアプラザで受けられる体制を構築すると共に、紛争解決等弁護士の専門性を必要とする方に
も対応できるようにします。ICTの活用を通し、敷居の高さを感じる法的な相談を身近な場で気軽に受けられるようにしま
す。

令和5年度横浜市南希望が丘地域ケアプラザＰＤＣＡシート_公表用 （事業計画書、事業報告書、事業実績評価）

—具体的な取組内容－

□ 区からのコメント

■

□ 振り返り

横浜市チームオレンジモデル事業を昨年度に引き続き、今年度も取り組んでいきます。「認知症になっても安心して暮らせ
るまち」を目指し地域住民や地域にある企業や事業所などとワンチームとなり、ネットワークの構築に努めます。当事者の
ピアサポートや、RUN伴参加による地域住民への啓発活動等に取組み、地域全体の認知症に対する意識の向上を図りま
す。



１　施設の適切な運営について

取組
計画

実績

２　指定介護予防支援事業、居宅介護支援事業

目標

職員
体制

契約
者数

指定介護予防支援事業
第１号介護予防支援事業

要支援1.2、事業対象者と認定された地域の高齢者
に対し、介護予防ケアプランを作成し、作成にあたっ
ては、サービス利用後の生活がイメージできるような
明確な目標設定を行い、行動意欲を高め、本人の主
体性を尊重します。また、委託契約を結んでいる居宅
介護支援事業所との連携及び支援を行います。

【その他料金】
原則として利用者の負担はありません。事業所の担
当地域を超える地域に訪問・出張する必要がある場
合には、その交通費（実費）を請求します。

居宅介護支援事業

【その他料金】利用者の選択により通常の事業実施
地域以外で居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う
場合には、それに要した公共交通機関利用料金の支
払いが必要。

【サービスに係る費用】
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関す
る基準（厚生労働省告示第百二十九号）及び横浜市
介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づく金額

【サービスに係る費用】
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す
る基準（厚生省告示第二十号）に基づく金額

要支援・要介護認定を受けた方を対象に居宅介護支
援を提供します。地域包括支援センター併設の事業
所として、地域・医療機関との連携を強化し、誰もが
自分らしく生活できる地域づくりに貢献します。法令
順守を徹底し、公正中立なサービス提供を行いま
す。

令和５年度横浜市南希望が丘地域ケアプラザ事業計画書・報告書（施設運営、介護保険事業）

地域ケアプラザは公共施設であることを認識し、
常に地域住民や利用者の視点に立った対応を心掛
けます。利用について特定の団体や利用者に偏り
がないように努めていきます。総合相談業務につ
いても正当なく偏した事業所の紹介することのな
いよう事業所一覧表等を用いて相談者の意見を尊
重し、選定判断出来るよう支援していきます。

公正・中立性の確保について コンプライアンスへの対応について
（事故防止、個人情報保護等）

ケアプラザ内部研修で「個人情報保護」「人権擁
護」の研修を計画し実施します。個人情報の取り
扱いについては各部署で扱い方法の見直しの機会
を作り、業務点検表の内容の適正化をおこないま
す。。事故防止の取組みは、専門業者による定期
点検、設備管理者による異音、動きの変化等を確
認し早期発見に努めます。職員に向け「安全運転
研修」を実施し、車両だけではなく自転車につい
ても取り上げ事故防止に努めていきます。

利用
料金

管理者　保健師等　　1名（常勤兼務）
主任ケアマネジャー　1名（常勤兼務）
社会福祉士　　　　　　1名（常勤兼務）

管理者・主任介護支援専門員　1名（常勤兼務）、介
        護支援専門員　3名（常勤専従2名・常勤兼務1名）



目標

実施
体制

職員
体制

３　通所系サービス事業

地域密着型通所介護通所介護・第１号通所介護
（介護予防）認知症対応型通所介

護

【実施日数】

【提供時間】

【定員】

利用
料金

【サービスに係る費用】
指定地域密着型サービスに要する
費用の額の算定に関する基準（厚
生労働省告示第百二十六号）に基
づく金額

【その他料金】【その他料金】

【実施日数】

【提供時間】

【定員】

【実施日数】

【提供時間】

【定員】

【サービスに係る費用】
指定地域密着型サービスに要する
費用の額の算定に関する基準（厚
生労働省告示第百二十六号）及び
指定地域密着型介護予防サービ
スに要する費用の額の算定に関す
る基準（厚生労働省告示第百二十
八号）に基づく金額

【その他料金】

【サービスに係る費用】
指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準（厚生省告
示第十九号）及び横浜市介護予
防・日常生活支援総合事業実施要
綱に基づく金額

契約
者数
等

【延べ利用者数】 【延べ利用者数】 【延べ利用者数】

【契約者数】 【契約者数】 【契約者数】



収⼊の部 （単位︓円）

当初予算額（A） 補正額（B） 予算現額（C=A+B） 決算額（D） 差引（C-D） 説明

20,650,934 20,650,934 20,650,934 横浜市より

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

20,650,934 0 20,650,934 0 20,650,934

当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

11,850,934 0 11,850,934 0 11,850,934

9,255,934 9,255,934 9,255,934

900,000 900,000 900,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000

40,000 40,000 40,000

0 0 0

35,000 35,000 35,000

120,000 120,000 120,000

2,766,000 0 2,766,000 0 2,766,000

40,000 40,000 40,000

580,440 580,440 580,440

0 0 0

30,000 30,000 30,000

600,000 600,000 600,000

10,560 0 10,560 0 10,560

⾃販機⽬的外使⽤料（横浜市への⽀出） 10,560 10,560 10,560

その他 0 0 0

400,000 400,000 400,000

0 0 0

0 0 0

40,000 40,000 40,000

5,000 5,000 5,000

60,000 60,000 60,000

100,000 100,000 100,000

0 0 0

900,000 900,000 900,000

986,000 0 986,000 0 986,000

0 0 0

986,000 986,000 986,000

0 0

4,574,000 0 4,574,000 0 4,574,000

2,974,000 2,974,000 2,974,000

300,000 300,000 300,000

0 0 0

1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000

空調衛⽣設備保守 150,000 150,000 150,000

消防設備保守 100,000 100,000 100,000

電気設備保守 300,000 300,000 300,000

害⾍駆除清掃保守 100,000 100,000 100,000

駐⾞場設備保全費 150,000 150,000 150,000

その他保全費 200,000 200,000 200,000

0 0 0

300,000 300,000 300,000

474,000 474,000 474,000 予算：指定額

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

20,650,934 0 20,650,934 0 20,650,934

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

986,000 0 986,000 0 986,000

△ 986,000 0 △ 986,000 0 △ 986,000

0 0 0 0 0 目的外使用許可（自販機）による手数料収入

10,560 0 10,560 0 10,560 目的外使用許可（自販機）による横浜市への支出

△ 10,560 0 △ 10,560 0 △ 10,560
※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

その他

本俸

通信費

⼿当計
健康診断費

事務費

収⼊合計

⽀出の部

科⽬

⼈件費

勤労者福祉共済掛⾦
退職給付引当⾦繰⼊額

社会保険料

その他

⼿数料
地域協⼒費

職員等研修費

旅費

会議賄い費

使⽤料及び賃借料

備品購⼊費

印刷製本費

施設賠償責任保険
図書購⼊費

振込⼿数料

消耗品費

リース料

⾃主事業 収⽀

管理許可・⽬的外使⽤許可に関わる収⼊

管理許可・⽬的外使⽤許可に関わる収⽀
管理許可・⽬的外使⽤許可に関わる⽀出

その他
⽀出合計

⾃主事業費 ⽀出

差引

⾃主事業費 収⼊

共益費

運営協議会経費
⾃主事業費（指定管理料充当の⾃主事業）
その他

管理費

印刷代
⾃動販売機⼿数料
その他

令和５年度　「横浜市南希望が丘地域ケアプラザ」

収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

科⽬
指定管理料
⾃主事業収⼊（指定管理料充当の⾃主事業）
雑⼊

その他

印紙税
その他

修繕費

光熱⽔費
清掃費
機械警備費
設備保全費

公租公課
事業所税
消費税

その他

事業費



収⼊の部 （単位︓円）
当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

25,461,113 25,461,113 25,461,113 横浜市より
154,000 154,000 154,000 横浜市より
300,000 300,000 300,000 横浜市より

5,874,166 5,874,166 5,874,166 横浜市より
0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

1,156,000 1,156,000 1,156,000

32,945,279 0 32,945,279 0 32,945,279

当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

28,670,279 0 28,670,279 0 28,670,279
16,075,279 16,075,279 16,075,279
3,700,000 3,700,000 3,700,000
8,000,000 8,000,000 8,000,000

40,000 40,000 40,000
0 0 0

505,000 505,000 505,000
350,000 350,000 350,000

1,426,000 0 1,426,000 0 1,426,000
20,000 20,000 20,000
304,440 304,440 304,440

0 0 0
10,000 10,000 10,000
64,000 64,000 64,000
10,560 0 10,560 0 10,560

⾃販機⽬的外使⽤料（横浜市への⽀出） 10,560 10,560 10,560

その他 0 0 0
300,000 300,000 300,000

0 0 0
0 0 0

37,000 37,000 37,000
8,000 8,000 8,000

82,000 82,000 82,000
40,000 40,000 40,000

0 0 0
550,000 550,000 550,000

1,508,000 0 1,508,000 0 1,508,000
630,000 630,000 630,000 予算：指定額

109,000 109,000 109,000
154,000 154,000 154,000
300,000 300,000 300,000
315,000 315,000 315,000

0 0
1,215,000 0 1,215,000 0 1,215,000

790,000 790,000 790,000
80,000 80,000 80,000

0 0 0
265,000 0 265,000 0 265,000

空調衛⽣設備保守 40,000 40,000 40,000
消防設備保守 26,000 26,000 26,000
電気設備保守 80,000 80,000 80,000
害⾍駆除清掃保守 26,000 26,000 26,000
駐⾞場設備保全費 40,000 40,000 40,000
その他保全費 53,000 53,000 53,000

0 0

80,000 80,000 80,000
126,000 126,000 126,000 予算：指定額

0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

32,945,279 0 32,945,279 0 32,945,279
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
878,000 0 878,000 0 878,000

△ 878,000 0 △ 878,000 0 △ 878,000

0 0 0 0 0 目的外使用許可（自販機）による手数料収入

10,560 0 10,560 0 10,560 目的外使用許可（自販機）による横浜市への支出

△ 10,560 0 △ 10,560 0 △ 10,560
※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

指定管理料【⽣活⽀援】

令和５年度　「横浜市南希望が丘地域ケアプラザ」

収支予算書及び報告書（特別会計）＜包括等＞

科⽬

指定管理料【包括】
指定管理料【介護予防】
指定管理料【チームオレンジ】

⾃主事業収⼊（指定管理料充当の⾃主事業）【包括】
⾃主事業収⼊（指定管理料充当の⾃主事業）【介護予防】
⾃主事業収⼊（指定管理料充当の⾃主事業）【⽣活⽀援】
雑⼊
印刷代
⾃動販売機⼿数料
その他

その他
収⼊合計

⽀出の部

科⽬

⼈件費

勤労者福祉共済掛⾦
退職給付引当⾦繰⼊額
その他

事務費
旅費
消耗品費
会議賄い費
印刷製本費
通信費

本俸
社会保険料
⼿当計
健康診断費

事業費

使⽤料及び賃借料

備品購⼊費
図書購⼊費
施設賠償責任保険
職員等研修費
振込⼿数料
リース料
⼿数料
地域協⼒費
その他

協⼒医
⾃主事業費（指定管理料充当の⾃主事業）【包括】
⾃主事業費（指定管理料充当の⾃主事業）【介護予防】

⾃主事業費（指定管理料充当の⾃主事業）【⽣活⽀援】
その他

⾃主事業費（指定管理料充当の⾃主事業）【チームオレンジ】

その他

管理費
光熱⽔費
清掃費
機械警備費
設備保全費

共益費
その他

管理許可・⽬的外使⽤許可に関わる収⼊
管理許可・⽬的外使⽤許可に関わる⽀出
管理許可・⽬的外使⽤許可に関わる収⽀

その他
⽀出合計

差引

⾃主事業費 収⼊
⾃主事業費 ⽀出
⾃主事業 収⽀

修繕費
公租公課
事業所税
消費税
印紙税



令和５年４月１日～令和６年３月31日

（単位：千円）

予算 決算 差引 予算 決算 差引 予算 決算 差引 予算 決算 差引 予算 決算 差引

0 4,500 4,500 21,000 21,000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事業・負担金収入 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0

0 0 0 4,500 0 4,500 21,000 0 21,000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 15,879 15,879 0 0

0 160 160 707 707 0 0

0 0 0 34 34 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

利用者負担軽減額 0 0 0 0 0

消費税 0 0 0 0 0

介護予防プラン委託料 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0

0 0 0 160 0 160 16,620 0 16,620 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4,340 0 4,340 4,380 0 4,380 0 0 0 0 0 0

※ 介護予防プランを他事業者へ委託する場合の取扱は、介護報酬を一旦全額収入に計上した後、他事業者へ委託料として支払う分を支出に計上してください。

※ 上記以外の事業を実施している場合は、事業ごとに列を追加して記載してください。

令和5年度　地域ケアプラザ収支予算書及び報告書＜介護保険事業分＞

収
入

科目 第1号介護予防支援 介護予防支援 居宅介護支援 通所介護 第１号通所介護

施設名：横浜市南希望が丘地域ケアプラザ

 その他

支出合計（Ｂ）

収支　（Ａ）－（Ｂ）

 介護保険収入

 その他

収入合計（Ａ）

支
出

 人件費

 事務費

 事業費

 管理費



南希望が丘地域ケアプラザ　

1 シニアサポーターひまわり 平成25年度６：共催（２と３）
２：発展させる
ねらい

地域活動の介護予防ボランティアの一員
として活動できるスキルを学ぶことで、自
分たちの生きがいや地域の担い手になっ
ていく気持ちが育つように、地域包括支援
センターと生活支援コーディネーターが協
働して支援を行います。

１：高齢者 5

元気づくりステーション「南希の森」継続支
援に向けて、活動内容や自分たちに出来
る介護予防普及啓発活動を身に付けてい
けるよう継続支援していきます。また、介
護予防教室開催に向けて、ボランティア活
動ができるスキルが身に付くよう支援して
いきます。
勉強会年4回程度　活動月4回程度

2 免疫力アップ教室 令和3年度
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

コロナによる外出の自粛を余儀なくされた
多くの高齢者が、フレイルに陥っているよ
うです。感染症の取り扱いが変更になった
ことで、多くの方が人と触れ合う機会や場
を求められているように感じます。運動の
機会を持つと共に栄養や口腔機能の維
持改善の重要性を学ぶとともに、地域の
方との交流の場としていきます。

１：高齢者 5

外出時自粛に伴いフレイル傾向に陥って
いる方々が元気に過していただけるよう
に、フレイル総論に関する啓発を行うとと
もに、ゆるく体を動かす運動から、運動習
慣が身に付く教室を目指します。運動、栄
養、口腔機能向上について学んで頂くとと
もに交流の場とします。5月より1月（8月を
除く）全8回 第3木曜日10時～

3 ウォーキングで筋活 令和3年度
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

地域の特徴として坂道が多い。下肢筋力
が低下すると外出することが難しくなりま
す。いつまでもご自身の足で歩き生活が
楽しめるよう、歩くことで下肢筋力のアップ
に繋がる歩き方を学んでいただきます。

１：高齢者 5

姿勢を整えるところから学び、歩くことで下
肢筋力だけでなく全身の筋力アップを行
い、健康寿命を延ばす運動の機会としま
す。毎日の歩行が筋トレの機会に変えれ
るよう歩行について学ぶ教室です。全4回
（6月、7月、10月、11月 第1月曜日　10時
～）

4
元気づくりステーション　「南希
の森」

平成25年度６：共催（２と３）
１：優先的に取
り組み

地域のインフォーマルとして根付いていく
よう、地域ケアプラザと区が協力体制を
持って支援を行っています。また、参加者
に対して、より一層自分達での運営の意
識を高めていけるよう支援しています。

１：高齢者 5

元気づくりステーション「南希の森」が円滑
に活動できるよう、レクリエーションの支援
やイベントの補佐、情報提供等の活動支
援を引き続き行います。毎週火曜日10時
～11時

5
元気づくりステーション　「ヒル
ズのわ」

平成27年度６：共催（２と３）
１：優先的に取
り組み

地域のインフォーマルとして根付いていく
よう、地域ケアプラザと区が協力体制を
持って支援を行っています。また、参加者
に対して、より一層自分達での運営の意
識を高めていけるよう支援しています。

１：高齢者 5

元気づくりステーション「ヒルズのわ」が円
滑に活動できるよう、レクリエーションの支
援やイベントの補佐、情報提供等の活動
支援を引き続き行います。毎週金曜日10
時～11時

6
元気づくりステーション「ホープ
の友」

平成28年度６：共催（２と３）
１：優先的に取
り組み

地域のインフォーマルとして根付いていく
よう、地域ケアプラザと区が協力体制を
持って支援を行っています。また、参加者
に対して、より一層自分達での運営の意
識を高めていけるよう支援しています。

１：高齢者 5

元気づくりステーション「ホープの友」が円
滑に活動できるよう、レクリエーションの支
援やイベントの補佐、情報提供等の活動
支援を引き続き行います。毎週金曜日14
時～15時半

7
元気づくりステーション「中の原
の和」

平成30年度６：共催（２と３）
１：優先的に取
り組み

地域のインフォーマルとして根付いていく
よう、地域ケアプラザと区が協力体制を
持って支援を行っています。また、参加者
に対して、より一層自分達での運営の意
識を高めていけるよう支援しています。

１：高齢者 5

元気づくりステーション「中の原の和」が円
滑に活動できるよう、レクリエーションの支
援やイベントの補佐、情報提供等の活動
支援を引き続き行います。第1・3月曜日14
時～15時

8 子育てサロン mam-mam 平成26年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

0歳児から未就園児の親子を対象に親子
の交流の場と、ママ同士の交流、ヨガをす
ることでママのリフレッシュを図ることを目
的とします。

３：養育者及
び乳幼児

前半はフリースペースとして、後半はママ
のヨガ教室を開催します。また、イベント
や行政との共催事業なども行います。
年10回　毎月第1木曜日9時30分～11時

9 親子のフリースペース 平成30年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

子育て支援の一環として、地域の子育て
中のママたちの交流と、遊び場の提供を
目的とします。

３：養育者及
び乳幼児

親子のフリースペースとして多目的室を開
放します。年12回　毎月第3月曜日9時30
分～11時

10 みんなの学習室 平成30年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

地域の方や子どもたちの学習する場や居
場所の提供を目的として開催します。

５：地域

地域ケアルームとボランティアルームを学
習室として開放します。学習支援のボラン
ティアにもご協力いただき学習の機会を
提供します。
年12回毎月第3月曜日15時～17時

11 ゆったり体操教室 平成25年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

立って運動することが難しくなってきた方
を対象に、座位での介護予防を目的とし
た体操教室を開催します。 １：高齢者

イスに座って、セラバンドやゴムボールを
使用した体操を行います。
年23回　毎月第２・４水曜日　9時30分～
11時00分

12 登録団体説明会 平成25年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

ケアプラザを利用されている団体向けに、
部屋貸し利用についてや、緊急時の避難
経路について理解を図ることを目的としま
す。 ５：地域

貸館の申込みや利用方法、緊急時避難
経路、福祉保健活動について説明を行い
ます。日頃利用されている皆さんからご意
見を伺う時間を設けます。
年1回

13 ボランティアの集い 平成21年度５：共催（１と３）
２：発展させる
ねらい

ケアプラザ事業等で活動をされているボラ
ンティアを対象に、日頃の活動の感謝を
伝えると共に、ボランティア同士の交流を
目的とします。

５：地域

様々な事業等で活動されているボランティ
ア同士の交流が図れるよう実施します。
ボランティアに関わる職員にも参加しても
らい、ボランティアとの交流を図ります。年
1回

事業名
主な

対象者

従たる
対象者

(複数選択
可）

開始
年度

事業
事業の
性質

合計

実施
回数

延べ
参加
人数

令和5年度　自主事業計画書・報告書

No 事業内容・実施時期事業目的

■ 事業

１︓地域活動交流事業 ２︓地域包括⽀援センター運営事業

３︓⽣活⽀援体制整備事業 ４︓共催（１と２） ５︓共催（１と３）

６︓共催（２と３） ７︓共催（１と２と３）

■ 事業の性質

１︓優先的に取り組みが求められる事業

２︓福祉保健活動に発展させることを

ねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

１︓⾼齢者 ２︓障害児・者 ３︓養育者及び乳幼児

４︓⼦ども・⻘少年 ５︓地域 ６︓事業者

７︓その他



事業名
主な

対象者

従たる
対象者

(複数選択
可）

開始
年度

事業
事業の
性質

合計

実施
回数

延べ
参加
人数

No 事業内容・実施時期事業目的

■ 事業

１︓地域活動交流事業 ２︓地域包括⽀援センター運営事業

３︓⽣活⽀援体制整備事業 ４︓共催（１と２） ５︓共催（１と３）

６︓共催（２と３） ７︓共催（１と２と３）

■ 事業の性質

１︓優先的に取り組みが求められる事業

２︓福祉保健活動に発展させることを

ねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

１︓⾼齢者 ２︓障害児・者 ３︓養育者及び乳幼児

４︓⼦ども・⻘少年 ５︓地域 ６︓事業者

７︓その他

14 みんなで大掃除会 平成21年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

登録団体の区分Ⅱの団体を対象に、福祉
保健活動の活動の場を提供することを目
的とします。 ５：地域

日頃使用している部屋の清掃をしていた
だきます。調理室を利用している団体に
は調理室を清掃してもらいます。年1回
12月

15 ケアプラ祭り 平成23年度
７：共催（１と２と
３）

１：優先的に取
り組み

日頃の感謝の気持ちを込めて開催しま
す。ケアプラザを利用していない地域の方
にも、ケアプラザに足を運んでいただき、
ケアプラザを知っていただくことを目的とし
ます。

５：地域

子ども向けのコーナー、飲食販売コー
ナー、障害事業所の販売コーナー等を設
けます。またボランティア活動の場の提供
を行います。年1回　9月30日予定。

16
よこはまシニアボランティア
ポイント登録研修会

平成23年度５：共催（１と３）
１：優先的に取
り組み

65歳以上の方を対象に、ボランティア活
動や地域活動の参加のきっかけづくりと、
すでに活動をされている方で65歳を超え
た方へのシニアボランティアポイントの周
知を目的とし、登録研修会を開催します。

１：高齢者

よこはまシニアボランティアポイントの登
録研修会を実施します。ケアプラザ自主
事業等でボランティア活動をしている方、
また始めるようとしている方、また広く地域
一般の方を対象にケアプラザ新聞を通じ
て周知を行います。年1回　3月

17 きぼうファーム 平成28年度
１：地域活動交
流事業

２：発展させる
ねらい

希望が丘地区・希望が丘南地区支えあい
連絡会、第３期地域福祉保健計画の取組
の一環として実施します。『きぼうファー
ム』を通じて、障害児者やご家族と交流を
図り、顔の見える関係づくりや相互理解を
深めることを目的とします。

２：障害児・
者

障害児者余暇支援事業として、野菜の収
穫祭、わくわくスポーツ会などを実施しま
す。年3回　6月、11月、2月

18 障害理解講座 平成30年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

障害について多くの地域住民に知ってい
ただき、啓発を行う事を目的とします。

５：地域

講師を招いて「障害の理解と関わり方」に
ついて講演を行います。
年1回

19
旭ふれあい区民まつり
　行政・PRコーナー出展事業

平成24年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

来場しているお客様に地域ケアプラザに
ついて知る機会を作ります。

５：地域

ケアプラザ機能の周知。旭区１３ケアプラ
ザで協力し事業の紹介等実施します。
　

20 えほんとわらべうたのひろば 令和3年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

絵本の読み聞かせやわらべうたを通し、
親子の心と体の交流を育むとともに、ママ
同士や地域のボランティアとの交流の場
を提供し、育児中の孤立感の軽減を目的
とします。

３：養育者及
び乳幼児

前半はボランティアによるわらべうたと絵
本の読み聞かせ、後半はフリースペース
として場所を提供し、ボランティアとの交
流や参加者同士の交流の場として開催し
ます。年11回　毎月第4水曜日10時～11
時開催。

21
つながろうプロジェクト
南希望が丘ケアプラザエリア

平成29年度５：共催（１と３）
１：優先的に取
り組み

障害のある方が地域で安心して生活でき
るまちづくりに向けて、地域住民と障がい
のある方との相互理解を深めることを目
的としています。

６：事業者 5

地域の代表者・エリアにある障害事業所
の代表者・社協の会長・民児協の会長が
集まり、お互いの抱える問題や課題につ
いて情報の共有を行い、障害のある当事
者の講演会や、障害の作業所の見学など
を実施します。
年2～3回開催（不定期）

22 こどもの居場所かけはし 令和3年度
１：地域活動交
流事業

２：発展させる
ねらい

不登校の小学生・中学生を対象に、学校
にも家庭にも居場所がないと感じる子ども
たちが、安心して過ごせる場の提供を目
的としています。

４：子ども・青
少年

5

一般社団法人かけはしとに共催で行いま
す。地域のボランティアと共に、不登校の
子供たちの居場所としてケアプラザの場
を提供しています。ボランティアと関わるこ
とで、子ども達の自己肯定感を感じられる
経験を積み重ねていきます。年20回　第
1、第3火曜日9時30分～11時30分開催。

23 うたってわくわく 令和4年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

地域住民（主に中高年）を対象に歌を歌う
ことで健康増進、また横の繋がりが持てる
交流の場の提供を目的とします。 ５：地域 1

季節に合わせた歌や昔懐かしい歌を口ず
さんだり、音楽と脳トレを掛け合わせたプ
ログラムを行います。年24回　9時30分～
10時30分、11時～12時

24 調理室大掃除会 令和4年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

登録団体の区分Ⅱの、主に調理室を利用
される団体を対象に、福祉保健活動の活
動の場を提供することを目的とします。 ５：地域

　
調理室を利用している団体に清掃しても
らいます。
年1回

25
soil こどもの居場所「作って食
べよう！」

令和4年度
１：地域活動交
流事業

２：発展させる
ねらい

不登校の小・中学生を対象に、学校にも
家庭にも居場所がないと感じる子どもたち
が、安心して過ごせる場の提供を目的とし
ています。「作って食べよう！」では自分で
料理をすることに特化した居場所です。

４：子ども・青
少年

5

地域のコミュニティカフェであるハートフ
ル・ポート、一般社団法人かけはしとの共
催で開催します。子どもたちが自らメ
ニューを考え、料理を作ります。子ども同
士やボランティアの方々との交流を図りま
す。年12回　毎月第2金曜日10時～14時

26 みんなでボッチャ！ 令和5年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

地域住民同士の交流の場の提供を目的
とします。障がいをお持ちの方でも気軽に
参加していただき、地域との繋がりをもつ
きっかけづくりを目的とします。

５：地域

ボッチャで体を動かし、地域住民同士の
交流を図ります。年8回　10時～11時30分

27 ミ・ディ 平成21年度６：共催（２と３）
１：優先的に取
り組み

ハンドベルや工作による手作業、脳トレや
体を軽く動かすミニ運動会などの介護予
防の要素を盛り込んだ事業への月に1回
程度の参加を通して、高齢者の閉じこもり
を防止し、仲間づくりの機会にすることを
目的とします。

１：高齢者

季節にちなんだテーマに沿って、音楽活
動や工作活動、体操およびレクリエーショ
ン活動、外出レクを行い、閉じこもり防止と
外出の機会・他者交流の機会の提供・介
護予防に取り組んでいきます。　毎月第2
月曜日（8月除く）年11回実施。



事業名
主な

対象者

従たる
対象者

(複数選択
可）

開始
年度

事業
事業の
性質

合計

実施
回数

延べ
参加
人数

No 事業内容・実施時期事業目的

■ 事業

１︓地域活動交流事業 ２︓地域包括⽀援センター運営事業

３︓⽣活⽀援体制整備事業 ４︓共催（１と２） ５︓共催（１と３）

６︓共催（２と３） ７︓共催（１と２と３）

■ 事業の性質

１︓優先的に取り組みが求められる事業

２︓福祉保健活動に発展させることを

ねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

１︓⾼齢者 ２︓障害児・者 ３︓養育者及び乳幼児

４︓⼦ども・⻘少年 ５︓地域 ６︓事業者

７︓その他

28 介護者の集い 平成21年度
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

地域の介護者を対象に、施設協力医のア
ドバイスも頂きながら、参加される方同士
の情報交換や交流、介護に役立つ情報
の提供、介護の悩みや疲れを共有できる
場づくりを目的とします。

５：地域

介護者同士の交流や情報交換を行い、介
護者の精神的負担の軽減、介護者の心
の支えとなれる場づくりを行っていきま
す。
奇数月第2水曜日、偶数月第2土曜日
年12回実施。

29
希望が丘南地区買い物支援プ
ロジェクト

平成30年度
３：生活支援体
制整備事業

１：優先的に取
り組み

買い物する場所が遠く、買い物に困難な
エリアの方達が少しでも外出でき、目で見
て買い物できる機会を増やす事ができ、
また地域のコミュニティの場となるような
活動を地域住民とともに目指します。 ５：地域

ダイエー、青果他店、中央卸売市場、障
害事業所のパン屋など様々な主体と連携
して移動販売、出張販売を行う。新たなア
プローチとして相鉄ローゼンからの打診が
あり、地域の皆さんとニーズを探り、生活
支援サービスの創出につながるかどうか
検討します。

30
希望が丘地区
地域でちょっとした困りごとに
ついて考える

令和元年度
３：生活支援体
制整備事業

１：優先的に取
り組み

地域住民からのちょっとした困りごと、一
人暮らし高齢者の孤立化などの課題を提
案し、地域で考え、地域住民が課題解決
に向けての活動の創生を目指すことを目
的とします。

５：地域

今までに行った地域福祉のアンケート結
果から読み取れる課題について地域に働
きかけ、話し合いの場を構築し、協議体へ
と発展させます。

31 ステップ1・2希望の風 平成29年度
３：生活支援体
制整備事業

２：発展させる
ねらい

介護予防の啓発、集いの場の運営など地
域の担い手としての活躍や、社会参加の
場の提供を目的としてスクエアステップ
リーダーとしてのボランティア団体の活動
の支援、活動の場の提供、新たな担い手
の創出を行います。

５：地域

「みんなの集いの場」の運営、ミーティング
や勉強会を開催します。
●ミーティング（年6回）　●活動月2回程
度

32
ミュージックボランティア
音楽る

平成29年度
３：生活支援体
制整備事業

２：発展させる
ねらい

高齢者の集う場所やサロン、また子供た
ちの集う場所などで「音楽で地域を元気
に」を目的として一昨年度創設したミュー
ジックボランティア。地域の担い手として、
また社会参加のきっかけづくりとして、引
き続き活躍の場の提供、活動の支援を行
います。地域とボランティアの連携も図り
ます。

５：地域

新しい生活様式をふまえ、何ができるか
を、ボランティアの皆さんと考え、決定した
活動の支援、活動を充実させるための
ミーティングや勉強会を開催します。Zoom
を活用したミーティングを行います。
●ミーティング　毎月第1又は第２月曜日
●活動　月2回程度

33 うたごえ「音楽る」 令和2年度
３：生活支援体
制整備事業

１：優先的に取
り組み

ミュージックボランティア音楽るを中心に、
コロナ禍で外出が難しい地域住民と、ITが
苦手でケアプラザへ来るのが困難でない
地域住民の両方を対象に、多様な形（ハ
イブリッド）で社会参加できるよう、世代や
地域を超えた交流の場の提供を行いま
す。

５：地域

オンラインとリアル（会場）両方の場での
参加の仕方を、参加者が選択できる「うた
ごえ音楽る」を開催します。ボランティア自
身の社会参加、参加者との交流の場とな
り、同じ場を共有し、つながりを感じられる
場とします。
毎月第４月曜日

34
旭区地域資源ネットワーク連絡
会

平成29年度
３：生活支援体
制整備事業

１：優先的に取
り組み

生活支援体制整備事業の目的の一つで
ある「多様な主体」に働きかけ、区レベル
での企業や事業所などと連携し、新たな
地域資源の創出を目指します。 ７：その他 6

旭区生活支援コーディネーターの分科会
として、協働して旭区エリア内で企業や事
業所、必要に応じて他の専門職とも連携
を図り、連絡会を開催します。
旭区エリア内　開催回数は未定

35
希望が丘南地区ボランティア
ネットの会

令和3年度
３：生活支援体
制整備事業

２：発展させる
ねらい

地域には子育て、障害児・者、高齢者など
さまざまな分野での困りごとをサポートす
るボランティア団体がいくつもある。地域
共生社会を目指すため、分野をこえた課
題共有の場やお互いの情報共有の場と
なる協議の場を設けるます。 ５：地域 6

希望が丘南地区社協と共催し、希望が丘
南地区の子育て、障害、高齢分野での活
動団体と一緒に地域ケアプラザで活動す
るボランティア団体などにも出席してもら
い連絡会を開催します。地域の活動団体
間の情報共有や課題共有の場をつくり、
ネットワークの構築を目指します。
年3回程度（不定期）

36 みんなの集いの場 平成30年度
３：生活支援体
制整備事業

２：発展させる
ねらい

エリアを確定しない教会（付属の幼児園）
の集会室を利用し、誰もが気軽に参加で
きる目的でたちあげた「みんなの集いの
場」。コロナ禍において活動場所を2つの
公園へと写し、誰もが参加しやすい活動と
なるよう支援します。

１：高齢者 3、4、5

ステップ1・2希望の風とコーヒーボランティ
アが中心となり、身近な場所で集まり、気
軽に運動できる集いの場の運営・活動を
支援していきます。めぐみ幼児園
毎月第2・第4火曜日　10時～11時

37

認知症＆予防カフェ
みなとの茶店
きっさプルメリア
支援

平成29年度６：共催（２と３）
２：発展させる
ねらい

「きぼうタウンプロジェクト」の取組として立
ち上がった２か所の認知症＆予防カフェ
において認知症への理解・啓発を連携し
て行うことを目的とします。

１：高齢者 5

「みなとの茶店」と「きっさプルメリア」の後
方支援として、運営支援、活動支援を引き
続き行います。
みなとの茶店
　　毎月第３水曜日　14：30～15：30
きっさプルメリア
　　毎月第３日曜日　14：00～15：00

38
生活支援・介護予防補助事業
サービスB　希望カフェ
支援

平成30年度６：共催（２と３）
１：優先的に取
り組み

生活支援・介護予防補助事業サービスB
（通所支援）の取組に手を挙げた希望が
丘商店会中にあるコミュニティカフェ「希望
カフェ」の活動支援を行い、旭区役所、旭
区社協と連携しながら事業を円滑に進め
られるよう、また、地域に根差した活動と
なれるよう、支援を行います。

６：事業者 5

事業の理解を深めてもらうため、スタッフ
向けの勉強会の開催、介護予防プログラ
ムのボランティア派遣、地域とのネット
ワークの構築等、活動に向けての支援を
継続して行います。
介護予防プログラム活動支援　第2水曜
13：30～
定例会・勉強会　　年3回程度実施
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No 事業内容・実施時期事業目的

■ 事業

１︓地域活動交流事業 ２︓地域包括⽀援センター運営事業

３︓⽣活⽀援体制整備事業 ４︓共催（１と２） ５︓共催（１と３）

６︓共催（２と３） ７︓共催（１と２と３）

■ 事業の性質

１︓優先的に取り組みが求められる事業

２︓福祉保健活動に発展させることを

ねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

１︓⾼齢者 ２︓障害児・者 ３︓養育者及び乳幼児

４︓⼦ども・⻘少年 ５︓地域 ６︓事業者

７︓その他

39 スマホ・パソコン相談会 令和３年度
３：生活支援体
制整備事業

１：優先的に取
り組み

両地区の老人会を中心に「高齢者のITC
活用事情」についてアンケートをとり、どの
ような困り事や、何について知りたいかを
調査していきます。それにともない、皆さ
んのニーズにあった相談会を検討し、開
催できるよう努めます。

１：高齢者

ICTが得意な地域のボランティアや老人会
とも連携し、支援が必要な人もまじえなが
ら、ニーズを探り、主に高齢者を対象にＩＣ
Ｔ活用講座を開催します。
年２回程度（ケアプラザ、地区センターな
ど）

40

横浜市チームオレンジコーディ
ネートモデル事業「南希望が丘
地域ケアプラザチームオレン
ジ」

令和4年度
７：共催（１と２と
３）

１：優先的に取
り組み

認知症になっても安心して暮らせるまちを
目指し、ケアプラザ５職種がコーディネー
ター機能をいかし、地域とともにチームオ
レンジを作ります。令和５年度の２年間で
取り組みを行います。

５：地域

認知症当事者の講演会、ピアサポートの
会の立ち上げ、RUN伴への参加などを新
たな活動を展開し、引き続きチームオレン
ジへの働きかけ（説明会）、認知症サポー
ター養成ステップアップ講座」の開催等も
行い、協議の場（協議体）を設置していき
ます。地域住民とともに認知症になっても
安心して暮らせるまちづくりを目指します。
年4回程度（不定期）

41 公園deラジオ体操 令和4年度 ６：共催（２と３）
２：発展させる
ねらい

希望が地区第4期地域福祉保健計画の目
的B「身近なところからうまれるつながり」
を目標としています。希望が丘町内会の
中心的な場所である公園で誰もが気軽に
立ち寄れ集まれるコミュニティの場となる
よう働きかけ、地域住民の自主的な取り
組みとなるよう支援します。

５：地域 1　4　5

ラジオ体操第１と第２を希望が丘ふれあい
の森公園で週1回開催します。地域の幼
稚園との交流も図ります。

毎週木曜日　１０時～

42
希望が丘地区見守り活動連絡
会

令和3年度
３：生活支援体
制整備事業

２：発展させる
ねらい

希望が丘中地区社会福祉協議会を中心
に、連合役員、民生委員、区役所、区社
協、ケアプラザが連携をして、地域での
「見守り」についてどんな活動、意識を持
つかなどについて検討していくことを目的
とした連絡会に参加し、支援していきま
す。

５：地域

昨年度、地域住民とともに作成した「相談
チラシ」の活用や見まもりの仕組みづくり
を検討していきます。

年4回程度

43 無料法律相談 令和元年度
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

地域住民に対し、成年後見制度の手続き
や遺言作成、相続問題等について法律の
専門職の支援を身近に受けることができ
る機会を提供すると共に、ケアプラザと権
利擁護機関との連携を強化することを目
的とします。

５：地域
司法書士の先生による無料の個別法律
相談を実施していきます。
奇数月第2水曜日　年6回実施

44 弁護士オンライン無料相談 令和5年度
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

地域住民が、弁護士の相談を身近なケア
プラザで受けられるようにするとともに、法
テラスとの連携を強化することを目的とし
ます。

５：地域
法テラスの無料弁護士相談を、オンライン
を介してケアプラザで実施していきます。
偶数月第2水曜日　年５回実施

45 認知症講座（講演会） 令和2年度
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

認知症の実情を知り、地域住民が地域の
問題として捉えることができるよう、認知
症についての正しい理解の普及・啓発を
目的とします。

５：地域

認知症の早期発見と予防について、認知
症の実情を踏まえ、ケアプラザ協力医に
よる講座を実施します。　年1回実施　10
月

46
旭区版エンディングノート活用
講座

平成29年度
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

旭区版エンディングノートを一緒に書いて
いく過程を通して、これまでの生活を振り
返り、これからの生活を安心して豊かに過
ごせるようサポートしていくことを目的とし
ます。

５：地域 1

旭区版エンディングノートの書き方の説明
に合わせて、健康寿命・介護保険制度・成
年後見制度・葬儀・相続・お墓等について
も触れ、ノートの理解を深めたうえで、ノー
トを完成させていきます。　　年2回実施

47 消費者被害防止講座 令和元年度
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

地域住民が、頻発している振り込め詐欺
等の悪質商法被害の実態を理解し、被害
にあわないための知識、解決のポイントを
学び、被害防止ができることを目的としま
す。

１：高齢者 5

旭警察生活安全課に講師を依頼し、消費
者被害防止について講義を行います。
年1回実施

48 認知症サポーター養成講座 平成21年度６：共催（２と３）
１：優先的に取
り組み

地域において、認知症についての理解を
深め、認知症サポーターを少しでも増や
すことで、認知症の方が安心して暮らせる
まちづくりを推進していくことを目的としま
す。

５：地域

講話やグループワーク・体験談等を通して
認知症への理解を深めてもらうと共に、地
域資源の紹介等を通し、地域のサポー
ターとして認知症を支える取り組みを身近
なものとして行えるようにしていきます。
年１回実施

49
希望が丘南地区ジュニアボラ
ンティア養成講座

平成27年度
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

希望が丘南地区のジュニアボランティアを
対象に、ケアプラザの役割や高齢者・認
知症についての理解を深めてもらい、ボラ
ンティア活動につなげることを目的としま
す。

４：子ども・青
少年

福祉に対しての理解を深めるため、高齢
者や認知症についての講義の実施や福
祉体験を実施します。　　　　　年1回実施
8月
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